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第１８回開校準備委員会を開催しました。 

今回は，新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言に伴い，書面開催としました。 

内容としては，校章デザインの選定（投票），専門部会からの報告に基づいた検討を行いました。 
 

第 18回開校準備委員会を開催 

小川北義務教育学校 

開校準備委員会だより 
【第 17号】 

 
このたよりは，小川北義務教育学校開校に向けた準備の情報をお届けするものです。 

今号では，第１８回開校準備委員会の様子をお知らせします。 

 

専門部会からの報告 

小川北学区の出身者・在住者や児童生徒などを対象に，デザイン案の公募を行いました。 

応募があった８０件のデザイン案の中から，委員の投票により，採用するデザインを決定

しました。今後，デザイン事業者に補正を依頼し，完成となります。 

完成したデザインは，本紙次号にて，掲載予定です。 

 

校章デザインの選定 

○専門委員会（地区委員会・学年委員会）の副委員長について 

 新しいＰＴＡの専門委員会では，委員長・副委員長を置き，地区委員会委員長は野田・

上吉影・下吉影の輪番，学年委員会委員長は７学年の学年委員長として決定しているた

め，副委員長について，それぞれどのように充てるか，検討しました。 

その結果，地区委員会副委員長は，委員長の地区以外の２地区より選出することとし

ました。学年委員会副委員長は，６学年と５学年の学年委員長としました。 

 

○顧問について 

 新しいＰＴＡ規約では，「前会長を顧問に置く」こととしているため，開校初年度は，

現在の小川北中学校のＰＴＡ会長を顧問とすることとしました。 

 

 

○スクールバスの乗降所について 

下吉影小学区の保護者より，「下吉影官舎」に乗降所を設置してもらいたいという要

望がありました。 バスの乗降所や運行経路については，昨年度の開校準備委員会で決

定しているところですが，乗降所設置基準（乗降所間が概ね１㎞以上）を満たしている

ことや，荒地・前野公民館を通るルート上であるため経路変更を伴わないこと，百里基

地からも了承を得られることなどを踏まえ，下吉影官舎に乗降所を設置することとし

ました。 

 

＜総務・通学部会＞ 

＜ＰＴＡ部会＞ 
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これまでの開校準備委員会で決定してきたことについて，小川北学区の各小学校で，保護者

説明会を行いました（上吉影小は，緊急事態宣言に伴い，書面による）。説明会にあたって，保

護者の皆様からいただいた主な質問（スクールバスについて）と回答は以下のとおりです。 

 

開校準備委員会の日程は、市のホームページ
でお知らせしています。委員会は，自由に傍聴
できますので，詳細は事務局までお問い合わせ
ください。 

発行：小川北義務教育学校開校準備委員会 

（事務局）小美玉市教育委員会 教育企画課 企画係 
〒311-3492 小美玉市小川4-11 

電話 0299-48-1111（内線2211・2213） 
Eメール kyoiku@city.omitama.lg.jp 

 

 

Ｑ１．サポート駐車場を乗降所として検討してもらいたい。コメリ横・精米所近辺に住

んでいる児童と現在野田小に通っている児童で，サポートが乗降所になればスクー

ルバスを利用したい児童が多数いる。 
 

Ａ．スクールバスは，統合による遠距離通学（通学距離が３㎞以上）の支援として運行

するもので，乗降所の設置基準としては，学校からの道のりが概ね３㎞以上の場所と

しています。学校から約２㎞の位置にあるサポート駐車場は，基準外となります。 

 

Ｑ２．①登校班で歩いて行って遅れたとき，バスの待機時間は，どうなるか。 

   ②天候不良の場合，待機場所はあるか。 

   ③添乗員は配置するのか。 
 

Ａ．①学校には，定刻に到着するよう，各乗降所の時刻を設定していることから，各乗

降所は，定刻に出発することになります。よって，各乗降所の時刻前に到着でき

るよう，登校班の集合時刻を決めてください。 

②出発までの待機場所などを新たに整備する計画はありませんので，地区公民館等 

が乗降所となっている場合は，軒下などをご利用ください。 

③先行する市内のスクールバスでは，添乗員なく運行していますが，事故等のトラ 

ブルはなく，安全上の支障はないものと考えられます。 

 

Ｑ３．バスの乗降所にて，登下校時に保護者やボランティアの配置は必要か。 
 

Ａ．登下校時の立哨活動（見守り）について，統合後はＰＴＡ活動の一環として位置付

けるのか，あるいは各地区の自主的な活動として実施の有無は地区に委ねるか，開校

準備委員会（ＰＴＡ部会）において検討中です。 

 

 

 

 
スクールバスの運行事業者 

入札により，以下の事業者に運行を委託することが決まりました。 

事業者 運行経路 

関鉄グリーンバス株式会社 

（石岡市） 

①世楽ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・佐才ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ方面 

②前原公民館・上吉影小学校方面 

③飯前方面 

常陽交通株式会社 

(小美玉市) 

④荒地公民館・前野公民館・下吉影官舎方面 

⑤貝谷公民館・南原公民館・下吉影古新田公民館方面 

 

保護者の皆様からのご質問と回答 


